
 

 

事 務 連 絡 

令和５年３月１日 

 

健康保険組合  御中 

 

厚生労働省保険局保険課  

 

健康保険組合におけるオンライン資格確認の円滑な実施に向けた 

資格取得届等の速やかな提出のための事前点検について 

 

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段のご協力、ご尽力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

今般、「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」において、

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた課題の整理と必要な対応の検

討が行われ、中間とりまとめが公表されたところです。 

この中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応

の一つとして、資格取得日から５日以内に保険者に提出することとされている事

業主の届出に関し、事業主が、加入前から被保険者に係る情報を収集するよう促す

などして、当該届出が５日以内に提出されるよう徹底することとされました。 

これを踏まえ、別添の「内定者の個人番号の取得及び資格取得届等の速やかな提

出について」（令和５年３月１日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡）において、

内定者の個人番号の取得に係る取扱いをお示しするとともに、事業主による速や

かな資格取得届及び被扶養者届（以下「資格取得届等」という。）の提出に向けた

協力依頼を行ったところです。 

ついては、入社日以降５日以内に、事業主が資格取得届等を不備なく提出できる

よう、健康保険組合（以下「組合」という。）においても、入社前に資格取得届等

の内容を点検（以下「事前点検」という。）する取扱いを下記のとおり整理しまし

たので、実施に当たっては、内容をご了知の上、適切に対応いただきますようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

内定等により、組合の被保険者またはその者の被扶養者となることが確実に見

込まれる者に係る資格取得届等について、その提出前に、組合が事業主から事前点

検の依頼を受けたときは、組合においてその内容を点検するとともに、予定されて

いる入社日に速やかに当該届等を提出できるよう、点検結果に応じて事業主に必

要な準備を求めること。 

なお、組合において事前点検を行った結果、事業主に返戻の必要な不備等がな

いこと、及び入社日においてその内容に変更がなく、その適用事業所に使用される

に至ったことが確認できる場合には、事前点検のために提出された当該届等につ

いて、入社日に届け出られたものとして取り扱って差し支えないこと。 




